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○刈谷市総合文化センター駐車場条例施行規則 

平成20年６月27日教育委員会規則第８号 

刈谷市総合文化センター駐車場条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、刈谷市総合文化センター駐車場条例（平成20年条例第26号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（休場） 

第２条 刈谷市教育委員会（以下「委員会」という。）は、刈谷市総合文化センター駐車場（以下

「駐車場」という。）の管理上必要があると認めたときは、駐車場を休場することができる。 

（利用時間） 

第３条 駐車場の利用時間は、午前８時30分から午後10時までとする。ただし、出場に限り24時間

できるものとする。 

２ 委員会は、必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。 

（利用方法） 

第４条 駐車場を利用しようとする者は、その入口において駐車整理券（様式第１号。以下「整理

券」という。）の交付を受けなければならない。 

２ 駐車場の利用を終わった者は、自動精算機に整理券を挿入し、駐車時間に対応する使用料（以

下「料金」という。）を納付しなければならない。ただし、利用者が整理券を紛失し、入場時間

の確認ができない場合は、午前８時30分に入場したものとみなす。 

３ 前項に規定する料金は、その料金の全部又は一部を回数駐車券（様式第２号）により納付する

ことができる。 

（料金の減免） 

第５条 市長は、条例第７条の規定により、次に掲げる料金を減額し、又は免除することができる。 

(１) 刈谷市民ホールの大ホール若しくは小ホールの入館者又は各室利用者については、入場か

ら４時間までの料金 

(２) 中央生涯学習センターの各種講座等参加者又は各室利用者については、入場から４時間ま

での料金 

(３) 前２号の規定にかかわらず、市長が必要があると認めた利用時間に係る料金 

２ 前項の規定により、料金の減免を受けようとする者は、事務室等において減免を認証する機器

による処理を受けて、出場するものとする。 
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（遵守事項） 

第６条 利用者は、駐車場内において次に掲げる事項を守らなければならない。 

(１) 駐車位置及び場内交通規制について、係員の指示に従うこと。 

(２) 火気に注意すること。 

(３) 盗難防止のため降車の際は必ず施錠すること。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 駐車場の管理を行わせるものを選定する手続は、刈谷市教育委員会公の施設に係る指定管理者

の指定の手続等に関する条例施行規則（平成20年教育委員会規則第５号）の規定の例により、こ

の規則の施行前に行うことができる。 

様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第４条関係） 

 


